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新規創業サポート支援事業 
 

●制度の目的 

  自らの独創的な技術やアイデアをもとに創業する者および創業間もない中小企業が取り組む事業に対

し、必要な経費への助成支援を行い、新潟県内における起業家・知的資源の定住を促進し、新産業の創

出を図ることを目的としています。 

 

●応募対象者 

次のいずれかに該当する者が対象となります。 

（１）創業事業計画に基づき県内で創業する者。ただし申請時において、創業事業計画以外の事業を営

む会社または他の団体等に所属する者（代表者及び役員を含む）にあっては、交付決定後２ヵ月以

内に、所属する会社、団体等を退職することができる者。 

（交付決定後、助成対象期間内に県内に本社を置く会社※を設立し、最低 5年間活動すること） 

※「会社」とは会社法第 2条第 1項に規定する会社をいう。 

（２）県内に本社があり、創業事業計画に基づく事業を営み、決算を２期終えていない中小企業の代表者。

ただし代表者が他の会社、団体等に所属する者（代表者及び役員を含む）場合は、交付決定後２ヵ

月以内に、他に所属する会社、団体等を退職することができる者。 

※過去に「新規創業サポート支援事業」に応募された方は、同様の内容で再応募することはできません。 

※個人事業から法人成りを行った場合は、個人事業を立ち上げた時点を創業と見なします。 

※にいがた産業創造機構に対する債務の支払いが滞っている場合、応募することはできません。 

 

●助成対象事業 

この助成金の対象となる事業は、自らの独創的な技術やアイデアによる事業で、次に掲げる事項に該

当する成果が期待される事業です。 

（１）県内企業の活性化につながるもの 

（２）県内において新たな雇用を創出するもの 

（３）県内経済の向上に対し著しい効果が見込まれるもの 

 

●助成金の交付条件など 

助 成 金 額 ５００万円以内 

助 成 率 助成対象経費の２／３以内 

助成対象期間 交付決定日から平成２６年２月２８日まで 

 

●助成対象経費 ※消費税は助成対象経費にはなりません。 

経 費 区 分 助 成 対 象 経 費 

事業拠点開発費 

事業開始に必要な機械設備・工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する費

用、事業所の増改築費、その他必要と認められる費用 

※不動産の取得に係る費用は除きます。 

事業促進費 

原材料費、外注加工費、賃借料、旅費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬

費、広告宣伝費、資料購入費、市場調査費、専門家謝金、その他必要と認めら

れる費用 

※原材料費および外注加工費は研究開発に必要な経費に限ります。 
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●応募の方法 

１ 応募書類の作成 

創業事業計画書、事業費明細書を作成してください。なお、事業案内、創業事業計画書、事業

費明細書は、NICO ホームページ(http://www.nico.or.jp/）からダウンロードできます。 

  

２ 添付書類 

応募書類の他に下記書類を添付して提出してください。 

(１) 法人の方は直近の決算書写し、個人事業主の方は所得税青色申告書 

（創業１年以内で決算書が添付できない場合は、法人登記簿謄本もしくは開業届の写し） 

(2) 事業の内容がよくわかる説明図等の資料 

 

３ 応募期間 

    平成２５年４月１日（月）～４月２２日（月） 17：00 必着  ※応募前にご相談ください。 

 

●助成事業認定の決定方法について 

 １次審査（書面審査）を通過した事業計画については、申請者ご自身から 2 次審査でプレゼンテーショ

ンを行っていただき、事業認定の採否を決定します。結果は、文書で連絡します。 

（2 次審査は ５月下旬、助成金交付決定は６月上旬を予定しています。） 

 

※採択されると、企業名、代表者名、事業テーマ、住所（市区町村）、を公表いたします。 

 

●事業計画の評価基準について 

  申請された事業計画については、以下のポイントを重点に評価を行います。 

（１）創業事業計画の新規性・独創性 

（２）創業事業計画の実現可能性 

（３）創業事業計画の社会性 

（４）創業事業計画の成長性 

 

●助成事業者の義務 

助成金を受けた場合は、以下の事項を守らなければなりません。 

１ 助成事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、事前に承認を得ること。 

２ 事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。 

３ 年度半ばの事業の遂行状況について、遂行状況報告書を提出すること。 

４ 事業完了後、実績報告書を提出すること。 

５ 事業により取得し、又は効用の増加した財産は、事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理

し、助成金交付の目的にしたがって効率的な運用を図ること。 

６ 事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、事前に承認を受けること。また、処

分により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を機構に納付する場合あること。 

７ 事業の成果の企業化、事業により取得した工業所有権の譲渡、実施権の設定等により収益が生じ

ときは、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を機構に納付する場合があること。 

８ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の

終了後５年間保存すること。 

９ 事業終了後５年間、各年における助成事業成果の企業化状況を報告及び助成事業に関する調査

に協力すること。 
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●交付決定後のスケジュール 

１ 交付決定通知の送付 

交付決定日以降に発注（契約）した物品等が、助成対象となります。 

交付決定日前において、発注（契約）した物品等は、助成対象になりません。 

 

２ 説明会の開催 

   経費の執行方法や事務の進め方をご説明します。 

 

３ 事業遂行状況報告書の提出 

事業の進捗状況の中間報告を行っていただきます。随時、現地調査も行います。 

 

４ 実績報告書の提出（事業の完了後） 

 

５ 助成金の支払い 

実績報告書の確認後、助成金の支払を行います。 

 

 

●申請から助成金支払いまでの流れ 

 
申 

 

請 
 

者 

 

に
い
が
た
産
業
創
造
機
構 

②１次審査（書面審査）の採否通知 

 

１次審査（書面審査） 

 ③プレゼンテーション（創業事業計画発表） 

 
２次審査（面接審査） 

④助成事業認定の採否通知（交付決定） 

 

 

⑦助成金交付 

 

 ⑤事業遂行状況報告（中間報告） 

 

 ⑥事業実績報告 

 

①助成金交付申請書、創業事業計画書の提出 
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                 NICO 提携保証制度 
 

「新規創業サポート支援事業」の交付決定者で、にいがた産業創造機構の推薦を受けられる方を対象

とした、新潟信用保証協会との提携保証制度です。助成金は、助成事業終了後の清算払いとなりますの

で、その間のつなぎ資金、または助成事業終了後の事業化のための長期資金の調達を支援する制度で

す。 

 

● 制度の内容など 

制度の種類 
NICO 提携保証Ⅰ（ニコットⅠ） 

●つなぎ資金  

NICO 提携保証Ⅱ(ニコットⅡ) 

●長期資金 

資格要件 

 

助成金の交付決定を受けた中小企業者で NICO の推薦を受けられる方 

 

資金使途 助成対象事業に係る運転資金または設備資金 

保証限度額 助成金交付額の範囲内 

2,000 万円 

助成対象経費総額の範囲内 

ただし、助成金交付年度においては助成金

交付額が上限。 

 

保証期間 

 

助成金支払い予定日まで 

 

運転資金 5年 

設備資金 7年 

 

返済方法 分割または一括返済 分割返済 

 

連帯保証人 

 

 

個人事業者の場合は不要。法人の場合、法人代表者（実質経営者を含む） 

担保 不 要 

保証料率 保証協会所定料率 

 

●申請方法及び受付期間 

保証推薦申込書及び個人情報の提供に関する同意書を記載し、にいがた産業創造機構まで提出して

ください。申請受付は随時行っています。 
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助成金の受付相談窓口 

 

本事業の内容や申請に関するお問い合わせ、受付窓口は（公財）にいがた産業創造機構 経営支援グ

ループ  創業・経営革新チームまでお願いします。 

受 付 窓 口 住    所 電話、ＦＡＸ、HP 

(公財)にいがた産業創造機構 

経営支援グループ 

創業・経営革新チーム 

〒950-0078 

新潟市中央区万代島５－１ 

万代島ビル ９階 

代表 025-246-0025 

直通 025-246-0051 

FAX 025-246-0030 

http://www.nico.or.jp 

 

 


